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（（４４））労労働働時時間間のの客客観観的的なな把把握握（（企企業業にに義義務務づづけけ））  

（（労労働働安安全全衛衛生生法法６６６６条条のの８８のの３３））  

使用者は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理

監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他

適切な方法で把握するよう義務づけられています。 

なお、以下の点に注意する必要があります。 

       ア タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算

機の使用時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の

客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなけれ

ばなりません。 

イ 自己申告制による場合には、適正に申告を行うことを労働者に対

して十分に説明をして、必要に応じて、労働者の申告している労

働時間が実際の労働時間と整合しているか調査を実施するなど

して、労働時間が適正な申告がなされているかを確認すること等

が求められます。 

ウ 「高度プロフェッショナル制度の対象者」については、健康管理

時間（事業場内にいた時間＋事業場外で労働した時間）の把握

が義務付けられています。 

エ 出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類は、５

年間（当分の間は３年間）保存しなければなりません。この保存

義務の対象には、管理監督者も含まれます。 

 

（（５５））育育児児・・介介護護休休業業法法ににおおけけるる時時間間外外労労働働のの制制限限  

（（育育児児・・介介護護休休業業法法１１７７条条、、１１８８条条））  

小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を

行う労働者は、１か月当たり２４時間、１年当たり１５０時間を超える時間外

労働の免除を請求できます（Ｐ７６、Ｐ７８、Ｐ８１参照）。 

 

５５  時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働・・深深夜夜労労働働ししたたととききのの割割増増賃賃金金 

（（１１））時時間間外外労労働働ししたたととききのの割割増増賃賃金金（（労労基基法法３３７７条条））  

使用者は、災害時や３６協定に基づき、労働者を法定労働時間（１日８
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時間、週４０時間 特例対象事業場では週４４時間（Ｐ５５参照）を超えて

労働させたとき（（時時間間外外労労働働））、法定休日に労働させたとき（（休休日日労労働働））、

午後１０時から翌日午前５時までの深夜に労働させたとき（（深深夜夜労労働働））に

は、法令で定められた割増率で計算した割増賃金を支払わなければな

りません。 
 

割割増増賃賃金金＝＝１１時時間間ああたたりりのの通通常常賃賃金金××時時間間外外労労働働等等のの時時間間数数××割割増増率率  

１１時時間間ああたたりりのの通通常常賃賃金金＝＝１１かか月月のの賃賃金金÷÷１１かか月月のの所所定定労労働働時時間間  
 
※ １か月の賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手

当、臨時に支払われた賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与又
はそれに類似するもの）は含まれません。ただし、どの労働者にも一律に支払わ
れるような手当の場合は、割増賃金の基礎として算入します。 

 

 

 

 

 

 

（（２２））割割増増率率  
 割増率 備 考 

法定時間内残業 割増なし 勤務時間８時間/日以内の時間外労働時間※ 

時 間 外 労 働 ２５％以上 勤務時間８時間/日･４０時間/週以上の労働時間 

１か 月６０時間を 
超える時間外労働 

５０％以上 
全企業に適用（令和 5 年 4 月 1 日から中小企
業にも適用） 

休 日 労 働 ３５％以上 法定休日（法律で定められた休日） 

休日＋時間外労働 ３５％以上 
８時間を超えても時間外労働の２割５分は加算
されない。 

深 夜 労 働 ２５％以上 午後１０時～翌午前５時 

時間外＋深夜労働 ５０％以上 時間外（２５％）＋深夜（２５％） 

休日＋深夜労働 ６０％以上 休日（３５％）＋深夜（２５％） 

１か 月６０時間を 
超 え る 時 間 外 
＋ 深 夜 労 働 

７５％以上 
１か月６０時間を超える時間外労働（５０％） 
＋深夜労働（２５％） 

※ １日の所定労働時間が７時間の事業所において１時間の残業をさせた場合は、労
働時間が８時間を超えないため、労使での取り決めが何もなければ、割増の義務
はありません。ただし、残業代として通常賃金の支払いは必要です。 

※時間外端数の計算 

１時間未満の端数は、端数の１か月分を合計し、３０分未満は切捨て、３０分以上１時間未

満は切上げて１時間とする。毎日の労働時間を処理するときは、３０分以上１時間未満を１

時間に切上げることは認められるが、３０分未満を切り捨てることは認められない。 
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（（３３））割割増増賃賃金金のの支支払払いいにに代代ええたた代代替替休休暇暇（（有有給給））のの付付与与  

（（労労基基法法３３７７条条３３項項））  

事業所で労使協定を締結すれば、１か月に６０時間を超える時間外労働

を行った労働者には、追加的に支払うべき割増賃金に代えて、代替休暇

（有給）を付与することができます。ただし、この場合も時間外労働に対す

る２割５分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要です。 

また、労働者が実際に代替休暇（有給）を取得しなかった場合には、５割

以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要です。 

代替休暇を取得するか割増賃金の支払いを受けるかは労働者の意思

により決定されます。 

 

（（４４））変変形形労労働働時時間間制制のの場場合合のの割割増増賃賃金金  

アア  １１かか月月単単位位のの変変形形労労働働時時間間制制  

① 各 日 に つ い て 

・１日の所定労働時間が８時間を超える日は、その
所定労働時間を超えた時間 

・１日の所定労働時間が８時間以下の日は、８時間
を超えた時間 

② 各 週 に つ い て 
（①で時間外労働とさ
れ る 時 間 を 除 く ） 

・１週間の所定労働時間が４０時間を超える週は、そ
の所定労働時間を超えた時間 

・１週間の所定労働時間が４０時間以下の週は、４０
時間を超えた時間 

③変形期間を通じ て 
（①または②で時間外労
働とされる時間を除く） 

週平均の労働時間が４０時間（特例対象事業場（Ｐ 
５５参照）は４４時間）を上回る時間 

イイ  １１年年単単位位のの変変形形労労働働時時間間制制 

① 各 日 に つ い て 

・１日の所定労働時間が８時間を超える日は、その
所定労働時間を超えた時間 

・１日の所定労働時間が８時間以下の日は、８時間
を超えた時間 

② 各 週 に つ い て 
（①で時間外労働とさ
れ る 時 間 を 除 く ） 

・１週間の所定労働時間が４０時間を超える週は、そ
の所定労働時間を超えた時間 

・１週間の所定労働時間が４０時間以下の週は、４０
時間を超えた時間 

③変形期間を通じ て 
（①または②で時間外労
働とされる時間を除く） 

次の式によって計算される変形期間における法定
労働時間の総枠を超えて労働した時間※ 

４０×（変形期間の暦日数／７） 
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※ 特例対象事業場においては、変形期間を平均し１週間の労働時間が４０
時間を超え法定労働時間に達するまでの時間（①、②または③で時間外労
働となる時間を除く）については、３６協定は不要ですが、割増賃金の支払
は必要です。 

 
ウウ  １１週週間間単単位位のの変変形形労労働働時時間間制制 

① 各 日 に つ い て 

・１日の所定労働時間が８時間を超えて１０時間以
下の日は、その所定労働時間を超えた時間 

・１日の所定労働時間が８時間以下の日は、８時間
を超えた時間 

② １ 週 に つ い て ４０時間を超えた時間 

エエ  フフレレッッククススタタイイムム制制  

① 各 日 に つ い て なし 

② １ 週 に つ い て なし 

③変形期間を通じて 

次の式によって計算される変形期間における法定
労働時間の総枠を超えて労働した時間 
４０※×（変形期間の暦日数／７） 

※特例対象事業場は４４時間、但し清算期間が１
か月を超える場合は４０時間で計算しなければな
りません。 

  

（（５５））固固定定残残業業代代（（みみななしし残残業業代代））  

「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労

働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことで

す。 

求人票、労働条件通知書等では、次の３つの内容を確認しましょう。 

ア 固定残業代を除いた基本給の額 

イ 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法 

ウ 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対し

て割増賃金を追加で支払う旨の明示 

※ 労働時間数については、時間外労働の上限規定を配慮したもの

となります。 

 
６６  年年少少者者のの時時間間外外・・休休日日・・深深夜夜労労働働のの禁禁止止  
（（労労基基法法６６００条条、、６６１１条条）） 

１８歳未満の年少者には労基法３６条は適用されず原則として、時間外労

働や休日労働をさせることはできません。 
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